
別
表
第
五
電
気
装
置
の
部
点
火
装
置
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

点
火
装
置

点
火
プ
ラ
グ
の
状
態

点
火
時
期

別
表
第
五
電
気
装
置
の
部
バ
ッ
テ
リ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

バ
ッ
テ
リ

タ
ー
ミ
ナ
ル
部
の
接
続
状
態

別
表
第
五
原
動
機
の
部
潤
滑
装
置
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

潤
滑
装
置

油
漏
れ

別
表
第
五
原
動
機
の
部
燃
料
装
置
の
項
中「

キ
ャ
ブ
レ
ー
タ
の
」

を
削
り
、

「
チ
ョ
ー
ク
・
バ
ル
ブ
の
状
態
」

を

「
チ
ョ
ー
ク
・
バ
ル
ブ
の
作
動
」

に
改
め
、
同
部
冷
却
装
置
の
項
中「

水
量
」

を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

ブ
ロ
ー
バ
イ
・
ガ
ス
還

元
装
置

配
管
の
損
傷

一
酸
化
炭
素
等
発
散
防

止
装
置

１
二
次
空
気
供
給
装
置
の
機
能

２
配
管
の
損
傷
及
び
取
付
状
態

点
火
装
置

※
１
点
火
プ
ラ
グ
の
状
態

２
点
火
時
期

３
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
の

キ
ャ
ッ
プ
の
状
態

別
表
第
六
原
動
機
の
部
燃
料
装
置
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

燃
料
装
置

燃
料
漏
れ

別
表
第
六
ば
い
煙
、
悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、
有
害
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
止
装
置
の
部
熱
害
防
止
装
置
の
項
を
削
る
。

別
表
第
六
エ
グ
ゾ
ー
ス
ト
・
パ
イ
プ
及
び
マ
フ
ラ
の
項
中「

取
付
け
の
緩
み
及
び
損
傷
」

を「
※
取
付
け
の

緩
み
及
び
損
傷
」

に
改
め
る
。

別
表
第
七
制
動
装
置
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

制動装置

１
主
制
動
装
置
の
き
き
具
合
の
不
良

２
駐
車
ブ
レ
ー
キ
の
き
き
具
合
の
不
良

３
ホ
ー
ス
又
は
パ
イ
プ
の
漏
れ
、
損
傷
又
は
取
付
状
態
の
不
良

４
マ
ス
タ
・
シ
リ
ン
ダ
、
ホ
イ
ー
ル
・
シ
リ
ン
ダ
又
は
デ
ィ
ス
ク
・
キ
ャ
リ
パ
の
液
漏
れ

別
表
第
七
そ
の
他
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

その他

１
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
の
触
媒
反
応
方
式
等
排
出
ガ
ス
減
少
装
置
の
取
付
け
の
緩
み
又
は

損
傷

２
エ
グ
ゾ
ー
ス
ト
・
パ
イ
プ
又
は
マ
フ
ラ
の
取
付
け
の
緩
み
又
は
損
傷

３
マ
フ
ラ
の
機
能
の
不
良
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別
表
第
五
灯
火
装
置
及
び
方
向
指
示
器
の
項
、
警
音
器
及
び
施
錠
装
置
の
項
及
び
計
器
の
項
を
削
る
。

別
表
第
六
制
動
装
置
の
部
中
「駐
車
ブ
レ
ー
キ
・
レ
バ
ー

」
を
「駐

車
ブ
レ
ー
キ
機
構

」
に
改
め
、
同
部
ロ
ッ
ド

及
び
ケ
ー
ブ
ル
類
の
項
を
削
る
。

別
表
第
六
走
行
装
置
の
部
ホ
イ
ー
ル
の
項
中
「

１
タ
イ
ヤ
の
溝
の
深
さ
及
び
異
状
な
摩
耗

」
を
「※

１
タ

イ
ヤ
の
状
態

」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
動
力
伝
達
装
置
の
部
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
及
び
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
の
項
中
「

油
漏
れ
及
び
油
量

」
を

「※
油
漏
れ
及
び
油
量

」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
電
気
装
置
の
部
点
火
装
置
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
二
年
九
月
間
（
」
の
下
に
、「
車
両
総
重
量
八
ト
ン
以
上
の
」
を
加
え
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
運
送
車
両
法
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
表
の
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲

げ
る
自
動
車
」
を
「
第
三
十
一
条
第
四
項
、
第
七
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動

車
」
に
、「
同
条
第
十
八
項
の
表
の
二
輪
自
動
車
の
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
二
輪
自
動
車
」
を
「
同
条
第
九
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
二
輪
自
動
車
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
以
後
発
行
さ
れ

た
完
成
検
査
修
了
証
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
の
完
成
検
査
の
成
績
及
び
当
該
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
の
事
実
の

記
録
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

〇
運
輸
省
令
第
四
十
七
号

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
十
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
同
法
第
十
条
の
二
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
実
施
す
る

た
め
、
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
十
月
二
十
七
日

運
輸
大
臣

二
階

俊
博

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

œ


